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指定確認検査機関
確認審査の着手までに

要する時間
公表時期

（随時更新）
備考

株式会社 西日本住宅評価センター ３か月程度 R7.11.26
大阪支店
神戸支店
京都支店

アール・イー・ジャパン株式会社 ２か月程度 R7.11.26

株式会社 兵庫確認検査機構 ２か月程度 R7.11.26

株式会社確認検査機構プラン21 ２か月程度 R7.11.26

日本建築検査協会株式会社 1か月程度 R7.11.26
詳細は各支店
に問い合わせ
ください。

株式会社 技研 非公表 R7.11.26

■確認審査等の業務に関し、特に時間を要している審査機関（審査機関から申出があった機関のみ掲載）

2025年4月の建築基準法及び建築物省エネ法の改正により、省エネ適合性判定（省エネ適判）の審査対象建築物が大幅に増加するとと

もに、確認申請及び省エネ適判の審査内容ならびに各種申請に必要な図書の増加に伴い、法改正前と比して審査に長時間を要しておりま

す。

この影響より、全国的に審査の着手まで相当の時間を要する状況が生じております。

皆様には大変ご不便をおかけしますが、法改正の趣旨をご理解いただき、確認審査等業務の円滑化のため、申請書類の事前確認により

申請に必要な図書の不足や、図面等に記載すべき事項等が不足することがないよう、準備、作成の上、時間的余裕をもったスケジュール

でご計画いただきますようお願い申し上げます。
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■申請時のお願い

都道府県 サポートセンター実施団体（HPリンク）

滋賀県 一般社団法人滋賀県建築住宅センター

京都府 一般社団法人京都府建築士事務所協会

大阪府

公益社団法人大阪府建築士会

一般社団法人大阪府建築士事務所協会

一般社団法人近畿建築確認検査協会

兵庫県 公益財団法人兵庫県建築士会

奈良県 一般社団法人奈良県建築士事務所協会

和歌山県 一般社団法人和歌山県建築士事務所協会

確認審査等の円滑化のため、申請に必要な図書や記載事項に不安のある場合は、あらかじめサポートセンターなどにご相談ください。
（下記参照）

■リンク集（国土交通省HP）

▶「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律（令和4年法律第69号）について｝

▶「住宅：建築物省エネ法のページ」

▶改正建築基準法 ２階建ての木造一戸建て住宅（軸組構法）等の確認申請・審査マニュアル（第２版）

▶省エネ基準適合義務制度の解説

https://www.zai-skj.or.jp/news/40931.html
https://www.kyoto-kenchiku.com/support-center/
https://www.aba-osakafu.or.jp/info/2411/index01.html
https://www.oaaf.or.jp/hotnews/admin/eco-support/
https://www.kinki-bia.jp/contents/news/2024/11/news20241106.html
https://www.hyogo-aba.or.jp/news/post3274/
https://www.nrkjk.jp/news/2157
https://www.w-aaf.or.jp/topnews/2986
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/r4kaisei_shoenehou_kijunhou.html
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/shoenehou.html
https://www.mlit.go.jp/common/001627106.pdf
https://www.mlit.go.jp/common/001627105.pdf

